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歳出科目（Ｐ12～Ｐ13） 3款 2項 1目 児童福祉総務費 

単位：千円 

事    業    名 補 正 前 補 正 額 補 正 後 

子育て世帯への支援給付金 0 299,657 299,657 

  

主 な 補 正 財 源 主 な 経 費 

国庫支出金     127,802 

一般財源          171,855 

 報酬                  330 

職員手当等     1,300 

役務費       5,500 

委託料       8,000 

負担金補助及び交付金 

         284,000 

 

【補正理由】 

原油価格や物価高騰等の影響を受けている子育て世帯ヘの市独自の支援として、18 歳ま

での児童を養育する子育て世帯に対し、児童 1 人当たり 1 万円を支給するため、必要な経

費を増額するもの 

 

【補正内容】 

（財源内訳） 

区 分 補正前 補正額 補正後 

国庫支出金 
新型コロナウイルス感染症対応
地方創生臨時交付金 

0 127,802 127,802 

一般財源 0 171,855 171,855 

合 計 0 299,657 299,657 

 

（歳出） 

区 分 補正前 補正額 補正後 

報酬 会計年度任用職員報酬 0 330 330 

職員手当等 時間外勤務手当ほか 0 1,300 1,300 

共済費 
会計年度任用職員共済組合等負担金 0 55 55 

雇用保険料 0 4 4 

旅費 会計年度任用職員費用弁償 0 18 18 

需用費 
消耗品費 0 150 150 

印刷製本費 0 300 300 

役務費 
郵便料 0 3,500 3,500 

振込手数料 0 2,000 2,000 

委託料 
支援給付金システム導入委託料 0 7,300 7,300 

支援給付金申請書印刷等業務委託料 0 700 700 

負担金補助及び交付金 子育て世帯への支援給付金 0 284,000 284,000 

合 計 0 299,657 299,657 
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【実施内容】  

⑴ 支給対象児童 

・平成 16年 4月 2日から令和 5年 2月 28日までに生まれた児童 

 ⑵ 基準日 

    ・令和 4年 11月 15日（基準日に市内に住民票があること） 

    ※ただし、令和 5年 2月 28日までに生まれた児童は対象 

 ⑶ 所得制限 

    ・なし 

⑷ 支給額 

・児童 1人当たり 1万円 

⑸ 支給時期 

区 分 支給時期 対象者 
対象予定 

児童数（人） 

申請不要 

(プッシュ型) 

令和 4年 

12月上旬 

① 児童手当又は特例給付の対象となる

中学生以下の児童 
18,500 

② 上記①の兄姉で高校生相当年齢の児童 1,900 

小 計 
20,400 

 (72％) 

申請必要 

令和 4年 

12月下旬 

以降支給開始 

③ 令和 4 年 11 月 15 日から令和 5 年 2 月

28日までに生まれた児童 
400 

④ 上記①②③以外の対象児童 

 ・高校生相当年齢の児童 

 ・児童手当の所得限度額以上の児童 

 ・公務員世帯の児童 

7,600 

小 計 
8,000 

 (28％) 

合 計 
28,400 

(100％) 
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提  出  課 健康づくり推進課 

 

歳出科目（Ｐ12～Ｐ13） 4款 1項 3目 予防費 

単位：千円 

事    業    名 補 正 前 補 正 額 補 正 後 

新型コロナウイルスワクチン接種事業 738,362 283,252 1,021,614 

  

主 な 補 正 財 源 主 な 経 費 

国庫支出金        283,252 

 

 報酬               11,762 

職員手当等     2,177 

役務費             23,033 

委託料           240,254 

負担金補助及び交付金 

                  3,500 

 

【補正理由】 

新型コロナウイルスワクチン接種の初回接種を完了している12歳以上へのオミクロン株

対応 2 価ワクチン接種、5歳から 11歳への 3 回目接種及び 6か月から 4歳への初回接種の

実施に伴い、所要の経費を増額するもの 

 

【補正内容】 

 ⑴ オミクロン株対応 2価ワクチン接種 

① 対 象 者  従来型ワクチン初回接種（1･2回目）を完了した 12 歳以上の全て 

の市民※（約 155,000 人） 

※3 回目や 4回目に従来型ワクチンを接種した人を含む。 

② 接 種 時 期  最終接種から 3か月以上経過後 

③ 接 種 回 数  一人 1 回 

④ 使用ワクチン  ファイザー社製（12歳以上）及びモデルナ社製（18歳以上） 

⑤ 実 施 方 法  委託医療機関での個別接種 

            介護保険施設等での施設集団接種 

          集団接種（上越総合体育館、市役所木田第一庁舎ほか） 

 

 ⑵ 5歳から 11歳に対する 3回目接種 

① 対 象 者  初回接種（1･2回目）を完了した 5歳から 11 歳の市民(約 3,700人) 

② 接 種 時 期  2回目接種から 5か月以上経過後 

③ 接 種 回 数  一人 1 回 

④ 使用ワクチン  5歳から 11歳用ファイザー社製ワクチン 

⑤ 実 施 方 法  委託医療機関での個別接種 

 

 ⑶ 6か月から 4歳に対するコロナワクチン接種 

  ① 対 象 者  生後 6 か月から 4歳の市民（約 5,050 人） 

  ② 接 種 回 数  一人 3 回 

  ③ 接 種 間 隔  1回目から 2回目は 3 週間、2回目から 3回目は 8週間間隔で接種 

  ④ 使用ワクチン  6か月から 4歳用ファイザー社製ワクチン 

  ⑤ 実 施 方 法  委託医療機関での個別接種 
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※ ⑴～⑶の共通事項 

① 接 種 費 用  自己負担なし（全額国庫負担） 

② 相 談 対 応  引き続きコールセンターを設置し、個別接種及び集団接種に関する 

問合せに対応する。 

  ③ 接 種 予 約  個別接種予約及び集団接種の日時・会場変更は、ワクチン接種予約 

システム等により行う。 

 

（財源内訳） 

区 分 補正前 補正額 補正後 

国庫支出金 

新型コロナウイルスワクチン接

種対策費国庫負担金 
453,130 212,641 665,771 

新型コロナウイルスワクチン接

種体制確保事業費国庫補助金 
285,232 70,611 355,843 

合 計 738,362 283,252 1,021,614 

 

（歳出） 

区 分 補正前 補正額 補正後 

報酬 会計年度任用職員報酬 51,559 11,762 63,321 

職員手当等 時間外勤務手当ほか 58,789 2,177 60,966 

報償費 看護学生報償費 2,720 554 3,274 

旅費 会計年度任用職員費用弁償 5,417 1,375 6,792 

役務費 郵便料ほか 23,367 23,033 46,400 

委託料 個別接種委託料ほか 577,623 240,254 817,877 

使用料及び賃借料 自動車借上料 3,768 597 4,365 

負担金補助及び交付金 ワクチン接種予約システム 3,366 3,500 6,866 

合 計 726,609 283,252 1,009,861 
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歳出科目（Ｐ12～Ｐ13） 4款 1項 4目 環境衛生費 

単位：千円 

事    業    名 補 正 前 補 正 額 補 正 後 

公衆衛生対策事業 0 900 900 

  

主 な 補 正 財 源 主 な 経 費 

県支出金             900  負担金補助及び交付金  900  

 

【補正理由】 

地域住民の公衆衛生の維持を図るため、県の公衆浴場燃料価格高騰対策補助金を活用し、

燃料価格の高騰により運営に影響を受けている一般公衆浴場に対し、燃料費上昇分の一部

を助成するもの 

 

【補正内容】 

（財源内訳） 

区 分 補正前 補正額 補正後 

県支出金 
公衆浴場燃料価格高騰対策

補助金 
0 900 900 

 

（歳出） 

区 分 補正前 補正額 補正後 

負担金補助 

及び交付金 
公衆浴場燃料費助成金 0 900 900 

 

【実施内容】 

 ⑴ 助成対象者 

   物価統制令の適用を受ける一般公衆浴場を運営する 2事業者 

 

 ⑵ 助成金額 

   県が定める燃料価格高騰による負担増の補助基準額（ガスを主な燃料とする場合は 

浴場 1施設当たり上限 900千円）の 1/2（上限 45万円） 
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